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「中学校学習指導要領解説」及び「高等学校学習指導要領解説」の 

一部改訂について（通知） 

 

 この度、地球環境問題に関する教育の一層の充実を図るため、平成２９年７月に公表

した「中学校学習指導要領解説」のうち理科編の一部を、また平成３０年７月に公表し

た「高等学校学習指導要領解説」のうち地理歴史編及び理科編の一部を、別添のとおり

改訂しました。 

 「学習指導要領解説」は、大綱的な基準である学習指導要領の記述の意味や解釈など

の詳細について説明するため、文部科学省が作成しているものです。本改訂の概要及び

留意事項は下記のとおりですので、十分に御了知いただき、今後、各学校における地球

環境問題に関する指導に当たっては、改訂後の「学習指導要領解説」を十分参照の上、

その趣旨を踏まえ、適切に取り扱われるようお願いします。 

 また、各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校及び域内の市（指定都

市を除く。）区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会教育長におかれては、所

管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する

構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公

共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置く各国公立

大学法人の長におかれては、その管下の学校に対し、本改訂の内容についての周知と必

要な指導等について適切にお取り計らいくださいますようお願いします。 

 

 

 

 



 
 

記 

 

１．改訂の趣旨 

 地球環境問題は、我が国のみならず世界全体の課題であるとともに、国民一人一人

のライフスタイルに大きな影響を与えるものであり、本年６月２日に改正された地球

温暖化対策の推進に関する法律において、地球温暖化対策の推進は、我が国における

2050 年までの脱炭素社会の実現を旨として、国民並びに国、地方公共団体、事業者及

び民間団体等の密接な連携の下に行われなければならない旨が規定された。 

 学習指導要領及びその解説において、既に複数の教科・科目等で地球環境問題に関

する記述があるが、以上のような状況を踏まえ、学習指導要領解説において、脱炭素

社会の実現等に関する記述を追記し、学校における地球環境問題に関する指導の充実

に資するようにする。 

 

２．改訂の概要 

（１）中学校 

①理科 

・ 「第１分野」のエネルギーとエネルギー資源に関する解説において、「脱炭素社

会の実現について取り上げることも考えられる」旨を明記したこと。 

 ・ 「第２分野」の自然環境の調査と環境保全に関する解説において、「気候変動に

ついて触れる際には、脱炭素社会の実現などの地球環境問題について取り上げるこ

とも考えられる」旨を明記したこと。 

 

（２）高等学校 

①地理歴史 

・ 「地理総合」の地球的課題と国際協力に関する解説において、「例えば、我が国

の環境の保全と経済及び社会の発展とを結び付けた脱炭素社会の実現に向けた取組

など、地球温暖化防止に向けた各国の取組を基に、持続可能な社会づくりに着目し

て考察するなどといった学習活動が考えられる」旨を明記したこと。 

・ 「地理探究」の現代世界の系統地理的考察に関する解説において、「我が国の環

境の保全と経済及び社会の発展とを結び付けた脱炭素社会の実現に向けた取組など

を基に、地球温暖化やエネルギーに関わる問題の解決と新たな産業の成長などとを

関連付けて考察するような学習活動も考えられる」旨を明記したこと。 

 

②理科 

・ 「科学と人間生活」の材料とその再利用に関する解説において、「プラスチック

について触れる際には、プラスチック資源の有効活用、使い捨てプラスチックの削

減、バイオプラスチックについて取り上げることも考えられる」旨を明記したこと。 

・ 「生物」の生態系と人間生活に関する解説において、「例えば、脱炭素社会の実

現に向けた地球温暖化対策などを事例として取り上げながら、生態系の保全と持続



 
 

可能な社会の実現との両立を図るための対策を検討させる」旨を明記したこと。 

・ 「地学基礎」の地球環境の科学に関する解説において、「脱炭素社会の実現に向

けた地球温暖化対策など、人間生活がもたらす地球環境の変化への対応の状況につ

いて触れることも考えられる」旨を明記したこと。 

 

３．留意事項 

 ２．は、今回の改訂で学習指導要領解説に脱炭素社会の実現等に関する記述を追記

する教科・科目をまとめたものである。児童生徒の発達段階等も踏まえつつ、他の教

科・科目等においても、脱炭素社会の実現に向けた取組等に触れるなどし、小中高等

学校等を通じて、各教科・科目等の特質を生かし、教科等横断的な視点で地球環境問

題に関する教育の一層の充実を図ることが期待される。 

  なお、学校における指導を支援するため、環境省において、指導上参考となる資料

を作成する予定である。 

 

 

【本件連絡先】 

○文部科学省 03-5253-4111（代表） 

（中学校理科、高等学校理科について） 

初等中等教育局教育課程課教育課程第二係（内線 2613）    

 

（高等学校地理歴史科について） 

初等中等教育局教育課程課教育課程総括係（内線 2073） 
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（ 別 添 ） 

学 習 指 導 要 領 解 説【 中 学 校 】 

※下線の部分は変更部分 

○中 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  理 科 編〔 第 １ 分 野 〕（ 抄 ） 

改訂後 改訂前 

 また，日本はエネルギー資源が乏しく，それ

らの安定した確保が大きな課題であること，化

石燃料には長い年月の間に太陽から放射された

エネルギーが蓄えられていること，その大量使

用が環境に負荷を与えたり，地球温暖化を促進

したりすることなどから，省エネルギーの必要

性を認識させ，エネルギーを有効に利用しよう

とする態度を育てる。その際，脱炭素社会の実

現について取り上げることも考えられる。 

 さらに，今後，環境への負荷がなるべく小さ

いエネルギー資源の開発と利用が課題であるこ

とを認識させるとともに，風力，地熱，バイオ

マスなどのエネルギー資源の利用，燃料電池や

新たなエネルギーの開発の現状や課題について

も触れる。 

 また，日本はエネルギー資源が乏しく，それ

らの安定した確保が大きな課題であること，化

石燃料には長い年月の間に太陽から放射された

エネルギーが蓄えられていること，その大量使

用が環境に負荷を与えたり，地球温暖化を促進

したりすることなどから，省エネルギーの必要

性を認識させ，エネルギーを有効に利用しよう

とする態度を育てる。 

 

 さらに，今後，環境への負荷がなるべく小さ

いエネルギー資源の開発と利用が課題であるこ

とを認識させるとともに，風力，地熱，バイオ

マスなどのエネルギー資源の利用，燃料電池や

新たなエネルギーの開発の現状や課題について

も触れる。 

（参考：中学校学習指導要領（平成２９年３月告示）該当部分） 

２ 内 容 

(7)科学技術と人間 

（ｱ）エネルギーと物質 

㋐ エネルギーとエネルギー資源 

   様々なエネルギーとその変換に関する観察，実験などを通して，日常生活や社会では様々

なエネルギーの変換を利用していることを見いだして理解すること。また，人間は，水力，

火力，原子力，太陽光などからエネルギーを得ていることを知るとともに，エネルギー資源

の有効な利用が大切であることを認識すること。 

 

３ 内容の取扱い 

(9) 内容の(7)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)の㋐については，熱の伝わり方，放射線にも触れること。また，「エネルギーの変

換」については，その総量が保存されること及びエネルギーを利用する際の効率も扱うこと。 
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○中 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  理 科 編〔 第 ２ 分 野 〕（ 抄 ） 

改訂後 改訂前 

ここでは，身近な自然環境を調べる活動を行

い，その観察結果や資料を基に，人間の活動な

どの様々な要因が自然界のつり合いに影響を与

えていることについて理解させ，自然環境を保

全することの重要性を認識させることがねらい

である。なお，ねらいを実現するために「（ｱ）

㋐ 自然界のつり合い」についての学習を踏ま

えて行うことが重要である。 

 例えば，学校や地域，生徒の実態などに応じ

て，野生生物の生息状況，大気汚染，河川や湖沼

の水質など，自然と人間との関わり方を考察し

やすい自然環境の事例を取り上げることが考え

られる。その際，土地の利用や開発，資源の利

用，環境中への物質の放出といった人間の様々

な活動が，自然環境を変化させたり，生物の生

息数を変化させたりして，自然界のつり合いに

影響を与えていることを見いださせるようにす

る。また，気候変動や外来生物についても触れ

る。気候変動について触れる際には，脱炭素社

会の実現などの地球環境問題について取り上げ

ることも考えられる。 

 ここでは，身近な自然環境を調べる活動を行

い，その観察結果や資料を基に，人間の活動な

どの様々な要因が自然界のつり合いに影響を与

えていることについて理解させ，自然環境を保

全することの重要性を認識させることがねらい

である。なお，ねらいを実現するために「（ｱ）

㋐ 自然界のつり合い」についての学習を踏ま

えて行うことが重要である。 

 例えば，学校や地域，生徒の実態などに応じ

て，野生生物の生息状況，大気汚染，河川や湖沼

の水質など，自然と人間との関わり方を考察し

やすい自然環境の事例を取り上げることが考え

られる。その際，土地の利用や開発，資源の利

用，環境中への物質の放出といった人間の様々

な活動が，自然環境を変化させたり，生物の生

息数を変化させたりして，自然界のつり合いに

影響を与えていることを見いださせるようにす

る。また，気候変動や外来生物についても触れ

る。 

 

 

（参考：中学校学習指導要領（平成２９年３月告示）該当部分） 

２ 内 容 

（7）自然と人間 

（ｱ）生物と環境 

㋑ 自然環境の調査と環境保全 

   身近な自然環境について調べ，様々な要因が自然界のつり合いに影響していることを理解

するとともに，自然環境を保全することの重要性を認識すること。 

 

３ 内容の取扱い 

(9) 内容の(7)については，次のとおり取り扱うものとする。 

イ アの（ｱ）の㋑については，生物や大気，水などの自然環境を直接調べたり，記録や資料を

基に調べたりするなどの活動を行うこと。また，気候変動や外来生物にも触れること。 
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学 習 指 導 要 領 解 説【 高 等 学 校 】 

※下線の部分は変更部分 

○高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  地 理 歴 史 編 〔 地 理 総 合 〕（ 抄 ） 

改訂後 改訂前 

このうち，地球的課題の解決には持続可能な

社会の実現を目指した各国の取組や国際協力が

必要であることなどについて理解するについて

は，「持続可能な社会」を実現していくために

は，各国の取組や国際協力が必要不可欠である

ため，各国が解決に向けて独自に行っている取

組とともに，温暖化防止条約などの国際協力を

具体的に取り上げ，各国の取組や国際協力の意

義や必要性などについて理解することを意味し

ている。 

（略） 

地球的課題の解決については，人々の生活を

支える産業などの経済活動との調和のとれた取

組が重要であり，それが持続可能な社会づくり

につながることに留意する（内容の取扱い）に

ついては，地球的課題の解決のみの側面から産

業などの経済活動を単に制限しようとするので

はなく，生活環境が適切に保全され続けるため

にどのように経済活動を変化させ，人々の日常

生活の行動を変革させていくのかなど，持続可

能な社会づくりの視点から考察していくことが

大切である。例えば，我が国の環境の保全と経

済及び社会の発展とを結び付けた脱炭素社会の

実現に向けた取組など，地球温暖化防止に向け

た各国の取組を基に，持続可能な社会づくりに

着目して考察するなどといった学習活動が考え

られる。 

このうち，地球的課題の解決には持続可能な

社会の実現を目指した各国の取組や国際協力が

必要であることなどについて理解するについて

は，「持続可能な社会」を実現していくために

は，各国の取組や国際協力が必要不可欠である

ため，各国が解決に向けて独自に行っている取

組とともに，温暖化防止条約などの国際協力を

具体的に取り上げ，各国の取組や国際協力の意

義や必要性などについて理解することを意味し

ている。 

（略） 

地球的課題の解決については，人々の生活を

支える産業などの経済活動との調和のとれた取

組が重要であり，それが持続可能な社会づくり

につながることに留意する（内容の取扱い）に

ついては，地球的課題の解決のみの側面から産

業などの経済活動を単に制限しようとするので

はなく，生活環境が適切に保全され続けるため

にどのように経済活動を変化させ，人々の日常

生活の行動を変革させていくのかなど，持続可

能な社会づくりの視点から考察していくことが

大切である。 

（参考：高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示）該当部分） 

２ 内 容 

Ｂ 国際理解と国際協力 

（2）地球的課題と国際協力 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｲ) 世界各地で見られる地球環境問題，資源・エネルギー問題，人口・食料問題及び居住・

都市問題などを基に，地球的課題の解決には持続可能な社会の実現を目指した各国の取組

や国際協力が必要であることなどについて理解すること。 

 

３ 内容の取扱い 

（2）内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｲ) (2)については，次のとおり取り扱うこと。 

   （略）また，地球的課題の解決については，人々の生活を支える産業などの経済活動との調

和のとれた取組が重要であり，それが持続可能な社会づくりにつながることに留意するこ

と。 
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○高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  地 理 歴 史 編 〔 地 理 探 究 〕（ 抄 ） 

改訂後 改訂前 

技術革新などによって新たに資源やエネルギ

ーの利用が可能になったり，新たな産業が生ま

れたり成長したりすることから，社会の動向を

踏まえて取り上げる事象を工夫する（内容の取

扱い）については，資源，産業に関わる広範な

事象から，どのような事象を選択し，取り上げ

るかを示したものである。資源，産業に関わる

事象は，技術革新や世界経済の動向などによっ

て変化することから，社会の動きを踏まえて取

り上げる事象を適切に選定する必要がある。ま

た，新たな資源やエネルギー，産業は，テレビ

や新聞などのニュースとして取り上げられるこ

とも多いことから，生徒の興味・関心を喚起す

るためにも，これらの新たな動向についても注

視し，適宜適切に取り扱うことも大切である。

例えば，日本で再生可能エネルギーを含めた多

様なエネルギー開発が進められていることを踏

まえて，資源・エネルギー問題の対策を取り扱

った学習において，海底資源や海洋エネルギー

の開発や推進を扱ったり，日本の産業がより付

加価値の高い知識集約型の産業に移行する動き

を見せていることを踏まえて，産業発達の規則

性，傾向性を取り扱った学習において，映像や

音楽，アニメーションなどの制作や販売に関わ

るコンテンツ産業の発達を扱ったりすることな

どが考えられる。また，我が国の環境の保全と

経済及び社会の発展とを結び付けた脱炭素社会

の実現に向けた取組などを基に，地球温暖化や

エネルギーに関わる問題の解決と新たな産業の

成長などとを関連付けて考察するような学習活

動も考えられる。 

技術革新などによって新たに資源やエネルギ

ーの利用が可能になったり，新たな産業が生ま

れたり成長したりすることから，社会の動向を

踏まえて取り上げる事象を工夫する（内容の取

扱い）については，資源，産業に関わる広範な

事象から，どのような事象を選択し，取り上げ

るかを示したものである。資源，産業に関わる

事象は，技術革新や世界経済の動向などによっ

て変化することから，社会の動きを踏まえて取

り上げる事象を適切に選定する必要がある。ま

た，新たな資源やエネルギー，産業は，テレビ

や新聞などのニュースとして取り上げられるこ

とも多いことから，生徒の興味・関心を喚起す

るためにも，これらの新たな動向についても注

視し，適宜適切に取り扱うことも大切である。

例えば，日本で再生可能エネルギーを含めた多

様なエネルギー開発が進められていることを踏

まえて，資源・エネルギー問題の対策を取り扱

った学習において，海底資源や海洋エネルギー

の開発や推進を扱ったり，また，日本の産業が

より付加価値の高い知識集約型の産業に移行す

る動きを見せていることを踏まえて，産業発達

の規則性，傾向性を取り扱った学習において，

映像や音楽，アニメーションなどの制作や販売

に関わるコンテンツ産業の発達を扱ったりする

ことなどが考えられる。 

（参考：高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示）該当部分） 

２ 内 容 

Ａ 現代世界の系統地理的考察 

（2） 資源，産業 

    場所や空間的相互依存作用などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

（ｱ） 資源・エネルギーや農業，工業などに関わる諸事象を基に，それらの事象の空間的な規

則性，傾向性や，資源・エネルギー，食料問題の現状や要因，解決に向けた取組などにつ

いて理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

（ｱ） 資源・エネルギーや農業，工業などに関わる諸事象について，場所の特徴や場所の結び

付きなどに着目して，主題を設定し，それらの事象の空間的な規則性，傾向性や，関連す

る地球的課題の要因や動向などを多面的・多角的に考察し，表現すること。 
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３ 内容の取扱い 

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

  ア 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

（ｲ）（2）については，次のとおり取り扱うこと。 

「資源・エネルギーや農業，工業などに関わる諸事象」については，技術革新などによ

って新たに資源やエネルギーの利用が可能になったり，新たな産業が生まれたり成長し

たりすることから，社会の動向を踏まえて取り上げる事象を工夫すること。 
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○高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  理 科 編 〔 科 学 と 人 間 生 活 〕（ 抄 ） 

改訂後 改訂前 

ここでは，身近な材料に関する観察，実験な

どを行い，金属やプラスチックの種類，性質及

び用途と資源の再利用について，日常生活と関

連付けて理解させることがねらいである。 

(略) 

プラスチックについては，身の回りで用いら

れているポリエチレン，ポリスチレン，ポリ塩

化ビニル，ポリエチレンテレフタラート，尿素

樹脂などを取り上げ，その性質と用途を関連付

けて理解させる。また，プラスチックに含まれ

る成分の違い，化学構造，プラスチックの燃焼

時に発生する気体などの安全性にも触れる。化

学構造については，ポリエチレンを取り上げ，

燃焼により生じる二酸化炭素と水から構成元素

について類推させることが考えられる。その際，

単量体と重合体に触れることも考えられる。関

連する観察，実験としては，例えば，プラスチッ

クの熱に対する性質や燃え方を調べる実験，尿

素樹脂を合成する実験などが考えられる。その

際，未知のプラスチック片の密度や燃焼の様子

から種類を決定する課題について，計画を立て

実験を行い，その結果を分析して解釈し，考察

したことを発表させることなどが考えられる。 

資源の再利用については，回収されたペット

ボトル，スチール缶，アルミニウム缶などが新

しい製品につくりかえられることを取り上げ

る。プラスチックについて触れる際には，プラ

スチック資源の有効活用，使い捨てプラスチッ

クの削減，バイオプラスチックについて取り上

げることも考えられる。また，ガラスについて

触れる際には，ガラス瓶の再利用を取り上げる

ことが考えられる。これらの学習を通して，限

りある資源を枯渇させないようにすることの大

切さに気付かせる。 

これらの指導に当たっては，物質を羅列的に

扱うのではなく，快適で安全な生活をしていく

ために必要な物質の幾つかを取り上げて，それ

らの性質や用途，再利用について日常生活と関

連付けて理解させ，科学的に説明できるように

するとともに，興味・関心を高めることが大切

である。 

ここでは，身近な材料に関する観察，実験な

どを行い，金属やプラスチックの種類，性質及

び用途と資源の再利用について，日常生活と関

連付けて理解させることがねらいである。 

(略) 

プラスチックについては，身の回りで用いら

れているポリエチレン，ポリスチレン，ポリ塩

化ビニル，ポリエチレンテレフタラート，尿素

樹脂などを取り上げ，その性質と用途を関連付

けて理解させる。また，プラスチックに含まれ

る成分の違い，化学構造，プラスチックの燃焼

時に発生する気体などの安全性にも触れる。化

学構造については，ポリエチレンを取り上げ，

燃焼により生じる二酸化炭素と水から構成元素

について類推させることが考えられる。その際，

単量体と重合体に触れることも考えられる。関

連する観察，実験としては，例えば，プラスチッ

クの熱に対する性質や燃え方を調べる実験，尿

素樹脂を合成する実験などが考えられる。その

際，未知のプラスチック片の密度や燃焼の様子

から種類を決定する課題について，計画を立て

実験を行い，その結果を分析して解釈し，考察

したことを発表させることなどが考えられる。 

資源の再利用については，回収されたペット

ボトル，スチール缶，アルミニウム缶などが新

しい製品につくりかえられることを取り上げ

る。また，ガラスについて触れる際には，ガラ

ス瓶の再利用を取り上げることが考えられる。

これらの学習を通して，限りある資源を枯渇さ

せないようにすることの大切さに気付かせる。 

 

 

 

 

これらの指導に当たっては，物質を羅列的に

扱うのではなく，快適で安全な生活をしていく

ために必要な物質の幾つかを取り上げて，それ

らの性質や用途，再利用について日常生活と関

連付けて理解させ，科学的に説明できるように

するとともに，興味・関心を高めることが大切

である。 

（参考：高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示）該当部分） 

２ 内 容 

（2） 人間生活の中の科学 

（ｲ） 物質の科学 
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 ㋐ 材料とその再利用 

身近な材料に関する観察，実験などを行い，金属やプラスチックの種類，性質及び用途と資

源の再利用について，日常生活と関連付けて理解すること。 

 

３ 内容の取扱い 

 (2)  内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容の(2)のアの(略)（ｲ）の㋐については，代表的な金属やプラスチックを扱うこと。

(略)「プラスチック」については，その成分の違い，化学構造及び燃焼に関わる安全性にも

触れること。「資源の再利用」については，ガラスにも触れること。(略) 
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○高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  理 科 編 〔 生 物 〕（ 抄 ） 

改訂後 改訂前 

ここでは，生態系と人間生活に関する資料に

基づいて，人間生活が生態系に及ぼす影響を見

いだして理解させることがねらいである。 

人間活動が生態系に及ぼす影響については，

ある特定の地域に見られるものではなく，地球

上の多くの地域で見られるものを中心に扱う。 

人間生活が生態系に及ぼす影響を見いださせ

るには，例えば，化学肥料が河川や湖沼に流れ

込むことによる窒素の増加に関連した資料に基

づいて，窒素循環の変化が物質生産や生物多様

性に影響を及ぼすことに気付かせることが考え

られる。その際，例えば，脱炭素社会の実現に

向けた地球温暖化対策などを事例として取り上

げながら，生態系の保全と持続可能な社会の実

現との両立を図るための対策を検討させるな

ど，人間生活の在り方についても考えさせ，人

間の活動が生態系へどのように影響するかを科

学的に考察して適切に判断し，自然環境の保全

に寄与する態度を養うことが大切である。 

ここでは，生態系と人間生活に関する資料に

基づいて，人間生活が生態系に及ぼす影響を見

いだして理解させることがねらいである。 

人間活動が生態系に及ぼす影響については，

ある特定の地域に見られるものではなく，地球

上の多くの地域で見られるものを中心に扱う。 

人間生活が生態系に及ぼす影響を見いださせ

るには，例えば，化学肥料が河川や湖沼に流れ

込むことによる窒素の増加に関連した資料に基

づいて，窒素循環の変化が物質生産や生物多様

性に影響を及ぼすことに気付かせることが考え

られる。その際，人間生活の在り方についても

考えさせ，人間の活動が生態系へどのように影

響するかを科学的に考察して適切に判断し，自

然環境の保全に寄与する態度を養うことが大切

である。 

（参考：高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示）該当部分） 

２ 内 容 

（5） 生態と環境 

（ｲ） 生態系 

 ㋑ 生態系と人間生活 

   生態系と人間生活に関する資料に基づいて，人間生活が生態系に及ぼす影響を見いだして

理解すること。 

 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

カ  内容の(5)のアの（略）(ｲ)の（略）㋑については，人間活動が生態系に及ぼす影響として地

球規模のものを中心に扱うこと。 

 

 

  



9 
 

○高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  理 科 編 〔 地 学 基 礎 〕（ 抄 ） 

改訂後 改訂前 

ここでは，地球規模の自然環境に関する資料

に基づいて，地球規模の自然環境について分析

し，その結果を解釈することを通して，地球環

境の変化を見いださせ，その仕組みを理解させ

るとともに，それらの現象と人間生活との関わ

りについて認識させることがねらいである。 

地球環境の変化としては，地球温暖化，オゾ

ン層破壊，エルニーニョ現象などを取り上げ，

それらの現象の仕組みを理解するとともに，人

間生活に関連していることを認識させる。 

地球環境の変化を見いださせるには，例え

ば，世界の平均気温の変化や氷河の後退などの

データに基づいて，地球温暖化が実際に起きて

いることに気付かせるとともに，地域の自然環

境の変化との関わりや人間生活への影響を予想

させることが考えられる。その際，脱炭素社会

の実現に向けた地球温暖化対策など，人間生活

がもたらす地球環境の変化への対応の状況につ

いて触れることも考えられる。 

なお，自然環境の変化には，人間活動による

ものと自然の変動によるものがあることや，そ

の変化の予測には，不確実性や限界があること

を認識させることが大切である。 

ここでは，地球規模の自然環境に関する資料

に基づいて，地球規模の自然環境について分析

し，その結果を解釈することを通して，地球環

境の変化を見いださせ，その仕組みを理解させ

るとともに，それらの現象と人間生活との関わ

りについて認識させることがねらいである。 

地球環境の変化としては，地球温暖化，オゾ

ン層破壊，エルニーニョ現象などを取り上げ，

それらの現象の仕組みを理解するとともに，人

間生活に関連していることを認識させる。 

地球環境の変化を見いださせるには，例え

ば，世界の平均気温の変化や氷河の後退などの

データに基づいて，地球温暖化が実際に起きて

いることに気付かせるとともに，地域の自然環

境の変化との関わりや人間生活への影響を予想

させることが考えられる。 

 

 

 

なお，自然環境の変化には，人間活動による

ものと自然の変動によるものがあることや，そ

の変化の予測には，不確実性や限界があること

を認識させることが大切である。 

（参考：高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示）該当部分） 

２ 内 容 

（2） 変動する地球 

（ｲ） 地球の環境 

 ㋐ 地球環境の科学 

 地球規模の自然環境に関する資料に基づいて，地球環境の変化を見いだしてその仕組みを

理解するとともに，それらの現象と人間生活との関わりについて認識すること。 

 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容の(2)のアの（略）（ｲ）の㋐の「地球規模の自然環境」については，地球温暖化，オゾ

ン層破壊，エルニーニョ現象などの現象を，データに基づいて人間生活と関連させて扱うこ

と。（略） 

 


